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議案第１号

伊勢市地域公共交通計画について

１ パブリックコメントの結果報告と計画最終案について

令和７年12月18日（木）～令和８年１月12日（月・祝）の期間に実施したパブリックコ

メントの結果を報告します。また、パブリックコメントと委員の皆様から寄せられた意見

を受けて修正を行った計画最終案について説明します。（0119計画最終案）

（１）パブリックコメントの結果について

１ パブリック・コメント実施の概要

（１）意見募集期間

令和７年12月18日（木）～令和８年１月12日（月祝）

（２）意見の周知方法

・伊勢市公報

・広報いせ（１月１日号）

・伊勢市ホームページ

・伊勢市行政放送（文字放送） 等

（３）閲覧場所（18か所）

・伊勢市役所（本館１階市民ホール、総務課、観光振興課）

・総合支所生活福祉課（二見・小俣・御薗）

・支所（神社、大湊、浜郷、宮本、豊浜、北浜、城田、四郷、沼木）

・伊勢図書館

・生涯学習センターいせトピア

・二見生涯学習センター

（４）意見提出の対象者

伊勢市内に在住または通勤、通学している方など

（５）意見募集の結果

意見者数 ３人（５件）

（提出方法：持参、メール、オンラインフォーム）
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２ 意見内容及び市の考え

№ 意見対象箇所 意見内容（一部要約） 市の考え及び修正内容

1 17ページ

３ 伊勢市地域公共交

通網形成計画（R2年3

月改訂）の目標達成状

況

近年の取組

伊勢市での自動運転バス試行を

中止し、白紙に戻すことを求め

ます。まず、導入を急ぐ必要性

が不明瞭であり、予算7500万
円の使い道として優先度が低い

点が挙げられます。自動運転バ

スの導入は雇用減少や税収減を

招きます。さらに高額車体の購

入、環境負荷、AI安全性への懸
念があり、運営主体の不透明性

も問題です。物価高騰に対応し

た民生予算を優先すべきで、公

聴会開催と市民意見の反映を求

めます。

現行のままとします。

【理由】

近年の取組を説明するページであるため、現

行のままとします。

自動運転バスの導入は、運転士不足が喫緊の

課題である中、観光と生活の双方の路線を確

保・維持していくために必要な事業であるこ

とから、国と県からの補助金を活用しなが

ら、計画通り取組を推進していくこととしま

す。

2 21ページ

4 公共交通の目指す姿
21頁に「バス利用者が減少し、

運行の改善を検討する地域」（改

善検討エリア）が示され、「新た

な移動手段について検討」する

と書かれています。

これらの地域はバスの本数が

少なく極めて不便な状況が続い

ています。隣接する町（玉城町、

明和町、多気町、南伊勢町）で

はデマンド方式の移動手段を導

入し利便性を向上させています

が、伊勢市では都市計画税を特

別に徴収しておきながら、なぜ

こんなに不便なのですか。「新た

な移動手段」としてデマンド方

式の早期導入を強く求めます。

現行のままとします。

【理由】

「新たな移動手段」の導入に関しては、当市

の実情に即した交通サービス（デマンド方式

の移動手段を含む）を慎重に選定し、住民の

皆様にとってより便利で利用しやすい移動

方法を提供できるよう、早期の実現に向けて

取り組んでまいります。
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3 21ページ

4 公共交通の目指す姿
汐合停留所から宇治山田駅への

朝7:07の便が昨年廃止となっ

たことにより、通勤利用が困難

になった。現役世代の利便性向

上のため、バス停やダイヤの改

善が必要。かつて駅があった汐

合は文化的に重要なエリアだ

が、廃線後バスが代替役を十分

果たせておらず、観光や通勤需

要を満たしていない。二見線の

増便や路線の再構築、さらに光

の街地区周辺において参宮線の

駅新設を市が働きかけること

で、通勤・通学、観光客、施設

利用者も取り込んだ地域の活性

化と、公共交通の利用促進が期

待できる。

現行のままとします。

【理由】

二見エリアは21頁に示す通り、「改善検討エ

リア」に指定しておりますので、現役世代の

利便性向上や観光需要への対応も含め路線

整備の改善を検討してまいります。

また、参宮線の駅新設については、今後の施

策検討の参考とさせていただきます。

4 26ページ

5 計画目標と実施事業
26頁に「次世代公共交通の導

入」として、自動運転バス、連

結バス、小型電気バスの導入に

取り組むと記述しています。伊

勢市は次世代公共交通の導入と

して自動運転バス等に取り組

み、令和7年度には実証実験に

7,500 万円、車体購入に9,000

万円を費やす計画です。一方、

住民が利用するおかげバスや沼

木バスの予算は年間1,619万円

（※）と低額で、令和12年度ま

で据え置かれる予定です。この

アンバランスな計画、公的資金

の使い方には賛成できません。

計画の「次世代公共交通の導入」

に懸かる部分は削除し、住民の

足を確保する公的資金の投入を

積極的に行い、便利にしてくだ

さい。

現行のままとします。

【理由】

自動運転バスの導入は、運転士不足が喫緊の

課題である中、観光と生活の双方の路線を確

保・維持していくために必要な事業であるこ

とから、国と県からの補助金を活用しなが

ら、計画通り取組を推進していくこととしま

す。

（※）公的資金投入額は市の支出額と国から

の補助金額を合わせたもので、正しくは1億

6,192万円となります。
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（２）前回からの修正箇所について

２ 今後のスケジュール

5 26ページ

5 計画目標と実施事業
26頁に地理的な交通空白の定

義について「本市ではバス停や

駅から300ｍ圏外」と記述して

いますが、この距離は健常者向

けの基準であり、高齢者や病弱

者にとっては平地であっても歩

行に困難を感じる距離です。ま

た、バスの便が2時間に1本程

度では、非交通空白地域でも利

便性が十分とはいえません。交

通空白の定義を住民の実感に沿

った基準に改め、もっと住民の

意見を反映した表現にしてくだ

さい。

現行の基準に、「勾配や地形等の要因により、

地元から要望があり、伊勢地域公共交通会議

が交通空白地域と認める地域」を追加しま

す。

１月19日 ・第５回会議…パブコメの意見とりまとめ、反映等→計画最終案の承認

２月 ・計画最終案の議会承認

３月 ・第６回会議…計画策定

No 該当P等 修正前 修正後 修正理由

1

27

上から

3行目

本市ではバス停や駅から300

ｍ圏外となる地理的な交通

空白と、

本市ではバス停や駅から300ｍ圏外と

なる地域に加え、勾配や地形等の要因

により、地元から要望があり、伊勢地

域公共交通会議が交通空白地域と認め

る地域における地理的な交通空白と、

パブリックコメントより、

下線部を追記

2

26

中段

2行目

今後県立高校の統廃合や、 今後市内の小中学校および県立高校の

統廃合や、

下線部の追記

（スクールバス統合によ

る再編を見越して）

3

26

下から

3行目

～地域ニーズの高い場所へ

のバス停の設置に取り組み

ます。

～地域ニーズの高い場所へのバス停の

設置に取り組みます。また、環状線は

さらなる利便性向上のため、次の①～

④の要件を満たす場合、バス停の新設

を検討します。

①路線の経路上でありダイヤの変更を

必要としない②安全に乗降が行える場

所である③警察、交通事業者、道路管

理者からの承認を得られる④利用者の

増加が見込まれる

下線部の追記

（第3回会議 中平教授か

らの意見）
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（別紙）土路今一色線地域旅客運送サービス継続事業に係る評価項目及び評価

基準

※配点合計が採択基準（60 点以上）となった場合に限り、運行予定事業者とし

て選定する。

【配点基準（30 点（15 点）満点）】 【配点基準（10 点満点）】

評価項目 評価基準 配点

実施方針との

整合
実施方針に沿った提案がなされているか 10

運営能力 ・経営（財政）状況は健全か

・安定した事業実施が可能か

・同種・類似事業を実施しているか

15

危機管理体制 ・事故に対する責任体制や処理体制が適切か

・災害発生時等緊急時の対応能力はあるか
15

運行能力

（安全・円滑な

運行）

・人員（運転士）の配置は適切か

・運転士の体調管理やマナー教育がされているか

・重大事故を起こしていないか（過去３年）

15

業務遂行能力 ・高齢者や障がい者等への配慮がされているか

・補助金の適切な事務取扱について

・車両検査対応について

・苦情対応体制がとられているか

・令和８年１０月１日運行開始に向けた準備体制

がとられているか

15

企業努力 ・利用見込み、想定運行損益は適切か

・サービス向上に意欲的に取組む姿勢があるか

（運行ルート、便数、ダイヤ、運賃の収受方法等）

・利用促進策があるか

・提案内容に地域住民に対する配慮や利便性向上

の提案がされているか

30

合計 100

優れている 30(15) 優れている 10

やや優れている 24(12) やや優れている 8

標準 18(9) 標準 6

やや劣っている 12(6) やや劣っている 4

劣っている 6(3) 劣っている 2
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